
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

第 75 号 令和 4 年 8 月 1 日発行 

 
 

波方町にお住いの方々の福祉の充実、社会福祉活動の発展のため、会員制度を

実施し、会費の納入をお願いしております。社会福祉協議会の活動・事業に賛同し

てくださる多くの方々に会員となっていただき、誰もが安心して暮らせる町づくりを

目指しています。 

今年度も皆さまの温かいご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

会員の種類と会費額 

 

令和３年度 

社協会費実績（波方支部） 
 

合計 1,365,500 円 
（普通会員 2,491 口 1,245,500 円 

法人会員  12 口   120,000 円） 

 ※普通会員の会費は、毎年８月に各自治会

単位で集金をお願いしています。 

※特別・賛助・法人会員の会費は、 

社会福祉協議会波方支部の窓口で年間を 

通じて受付しています。 

社協会費制度の推進月間（８月１日～３１日） 

福祉への理解を深める学習 

ふれあい・いきいきサロン 

住民の見守り・支えあい活動 

（ふれあい食事サービス） 

区分 年会費額（一口） 

普通会員    ５００円 

特別会員  １，０００円 

賛助会員  ３，０００円 

法人会員 １０，０００円 

 



             

 

 

             

 

第 75号（２）       今治市社会福祉協議会 波方支部だより      令和 4年 8月 1日 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手助けを必要とする虚弱な高齢者や障がいのある方のみで暮らすご家庭へ、孤独感の 

解消と安否確認するためにお弁当をお届けしています。 

虚弱な独居高齢者（夫婦高齢者）、障がい者、難病患者のみの世帯 

※生活困窮または、日常的に生活の支援を必要とする状態で、近隣の 

親族等の支援が得られない為、定期的な見守り・声かけが必要な状況 

であると認められる場合。 

無料 

活動の担い手：ふれあい食事サービスボランティアグループ 

事 業 運 営：今治市社会福祉協議会波方支部 

現在、ボランティア 27 名で活動してくださっていますが、ボランティアの方が 

少ない地区もあります。興味のある方は下記までご連絡をお待ちしています。 

お問い合わせ先：今治市社会福祉協議会 波方支部  ☎４１－７２４６ 


